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Ⅰ 〇 〇 〇

Ⅱ △ △ △

Ⅲ － － －

家庭学習等により学校が必要と認めた場合のルーター代・通信料等 Ⅰ 〇 〇 〇

（※生活保護制度や就学援助制度等の他制度で受給した場合は対象外） Ⅱ － － －

Ⅲ － － －

生徒が現場実習に参加する場合の宿泊費【限度額】高等部：7,520円

Ⅰ

付添人

児童生徒が参加する修学旅行に付き添う付添人に要する

新入学児童
生徒学用品・

通学用品購入費

１食当たり小学部（朝食185円・夕食453円）中学部・高等部（朝食201円・夕食453円）

ICT機器購入費

高等部の生徒が学用品として通常使用するＩＣＴ機器の購入に要する経費

（学校長が当該ＩＣＴ機器が補助の対象として適切なものか判断を行う）

【限度額】高等部：50,930円

〇
Ⅱ △ △ △

小学部・中学部・高等部の１年に入学する児童生徒が通常必要とする学用

品等購入費(※生活保護法等で入学準備金等を受給した場合は対象外)

【限度額】小学部：51,110円　中学部・高等部：60,980円

－

〇
Ⅱ △

高等部の教育課程に従い、学校長の管理の下に学校外の事業所等において、

【限度額】小学部・中学部：148,850円　高等部：139,750円 Ⅲ

修

学

旅

行

費

交通費、宿泊費、見学料等

【限度額】小学部：21,580円　中学部：57,720円　高等部：107,810円

〇

において、生徒が現場実習に参加する場合の交通費

中学部・高等部の教育課程に従い、学校長の管理の下に学校外の事業所等

Ⅲ

交通費、宿泊費、見学料等

【限度額】小学部：27,870円　中学部：36,980円　高等部：37,220円

校
外
活
動
等
参
加
費

本　人

学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動に参加するため

の交通費、宿泊費、見学料等

【限度額】小学部：18,580円　中学部：24,660円　高等部：24,820円

付添人

児童生徒が参加する校外活動に付き添う付添人に要する

日用品等
購入費

寄
宿
舎
居
住
経
費

職場実習
宿 泊 費

△

Ⅲ △

交通費、宿泊費、見学料等

交流学習費
小学部・中学部・高等部の児童生徒が学校教育の一環として、他校の児童 〇 〇

Ⅱ 〇

修

学

旅

行

費 【限度額】小学部：33,730円　中学部：82,850円　高等部：155,760円

本　人

小学部・中学部・高等部を通じてそれぞれ１回参加する修学旅行に要する

初めて寄宿舎に居住する児童等が、寄宿舎居住に伴い通常就寝に必要とする寝具の購入

に要する経費

【限度額】5,510円

寄宿舎の居住に伴い通常必要とする日用品、通信用品、下着類、厚生修養用品、

保健衛生用品等の購入に要する経費

【限度額】141,560円

寝具購入費

○

Ⅱ △ △

Ⅱ 〇 〇 〇

Ⅱ

Ⅰ 〇

〇

△Ⅲ

Ⅰ

○ ○ ○

○

〇

〇 〇
△

〇 〇

〇

オンライン学習
通信費

【限度額】14,000円（Ｒ4年度･･･14,000円）

中
学
部

通

学

費

交

通

費

【自家用車の場合】７円／ｋｍ×通学距離（往復）×登校日数（Ｒ４年度･･･７円／ｋｍ）

１食当たり小学部３２７円　中学部・高等部３４７円

本　人

付添人
児童生徒の登下校に付き添うための交通費（本人経費に準ずる） Ⅰ 〇

送迎サービス利用の場合･･･利用料を保護者が全額負担している場合は対象 Ⅲ 〇 〇

生徒と共に集団生活を行う交流学習に参加する場合の交通費 △

〇
職場実習費

【交通機関の場合】利用区間の障害者割引の定期券代

児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費

　　　　　　　　　※ただし、路線バスの場合は期間に応じた学期定期の額で支給

　　　　　　　　　　 4～6月、10～12月、1～3月は3ヶ月(高３は1ヶ月定期×２)、7･9月は1ヶ月定期券代

高
等
部

教科用図書
購  入  費

高等部で使用する教科書

（２）令和５年度 就学奨励費支給対象経費一覧表

：全額支給 ：半額支給 ：支給なし

経費名 経　　　費　　　の　　　範　　　囲

支
弁
区
分

小
学
部

【自家用車の場合】７円／ｋｍ×通学距離（往復）×帰省回数（Ｒ４年度･･･７円／ｋｍ）

Ⅲ 〇 〇 〇【交通機関の場合】利用区間の障害者割引の金額

付添人

寄宿舎に居住する児童等が年間３９往復以内で、最も経済的な通常の経路

Ⅲ

○ ○ ○

○ ○ ○送迎サービス利用の場合･･･利用料を保護者が全額負担している場合は対象

本　人

寄宿舎に居住する児童等が年間３９往復以内で、最も経済的な通常の経路

学校給食費

－
学用品等購入費

通常必要とする学用品・通学用品の購入費 Ⅰ 〇 〇

【限度額】小学部：11,640円　中学部：22,740円　高等部：32,270円 Ⅲ － －

食費

寄宿舎での食事に要する経費および、１日１回の間食に要する経費 Ⅰ ○ ○

○ ○

及び方法により帰省する場合の付添人の寄宿舎からの往復の交通費（本人経費に準ずる）

Ⅰ

帰

省

費

及び方法により帰省する場合の寄宿舎からの往復の交通費
Ⅱ 〇

【欠食について】給食費の負担なし（欠食当日の１０日前まで（土日含む）
Ⅱ △ △ △

　　　　　　　　毎月２０日までに届出を行えた場合）･･･就学奨励費対象外

Ⅲ － － －　　　　　　　　給食費の負担あり（届出がなく突然の欠食の場合）･･･就学奨励費対象

－ － －

○ ○ ○

Ⅱ

△

Ⅰ 〇 〇 〇

Ⅰ 〇 〇 〇

〇 〇

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

○ ○ ○


